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雄勝地区

2

　顔にススを塗って無病息災、大漁豊作等を祈願する長面地区の伝統行事、「アンバ
サン」が行われました。「アンバ」は「安波」と書き、各地の漁村で信仰されている神様
で、長面地区では300年以上の伝統があります。震災後は地域の復旧復興祈願も併
せて行い、離ればなれになった人たちが久しぶりに顔を合わせる機会にもなってい
ます。

おがつ店
たな
こ屋街

河北地区

　「メモリアルルーム・おがつのあしおと」をテーマに、震災前後の雄勝地区の風
景を伝える写真展が店

たな
こ屋街内の雄勝硯生産販売協同組合で常時開催されてい

ます。震災から3年間の復興の歩みを伝える写真パネルのほか、震災前の地域の
様子を雄勝石で作った石板に印刷した作品もあり、来場した地域の皆さんは懐
かしそうに、また観光客は関心を抱いて見入っていました。

震災前の風景を
雄勝石にプリント

行
政
情
報

まちの話題

延
長
期
間

　
3
月
23
日
㈪
～
4
月
3
日
㈮

※
3
月
28
日
㈯
、29
日
㈰
の
休
日

　
も
窓
口
を
開
庁
し
ま
す

開
庁
時
間

　
平
日　
午
後
7
時
ま
で

　
休
日　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

開
庁
窓
口　
市
民
課
、納
税
課

※
各
支
所
・
各
総
合
支
所
は
延

　
長・休
日
開
庁
を
行
って
い
ま
せ
ん
。

対
象
業
務　

〔
市
民
課
〕

◦
住
民
異
動
届
の
受
付

◦
住
民
票
の
写
し
、印
鑑
登
録

　

証
明
書
、戸
籍
謄
抄
本
等
の

　
交
付
、印
鑑
登
録
の
受
付

《
賃
貸
住
宅
の
退
去
ト
ラ
ブ
ル
》

　

賃
貸
住
宅
を
退
去
す
る
際
に

多
い
ト
ラ
ブ
ル
が
、修
理
費
用
の

支
払
い
や
敷
金
の
清
算
で
す
。

　
借
主
の
不
注
意
や
誤
って
つ
け

た
破
損
は
、修
理
費
用
を
負
担

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、通
常

の
使
用
に
よ
り
で
き
た
傷
み
や
、

経
年
に
よ
る
汚
れ
等
は
貸
主
負

担
な
の
で
、預
け
て
い
た
敷
金
か

ら
差
し
引
い
て
、清
算
し
な
く
て

よ
い
こ
と
に
な
って
い
ま
す
。

　
請
求
さ
れ
た
ら
、支
払
う
前
に
明

細
書
を
出
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

　

入
居
前
に
は
、部
屋
の
状
態

を
写
真
で
記
録
し
て
、貸
主
や
仲

介
業
者
と
も
互
い
に
確
認
し
、共

有
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

問　
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
（
消
費
生
活
相
談
）

　
　
☎
23

－

5
0
4
0

※
税
証
明
書
、電
子
証
明
書
、

　

住
基
カ
ー
ド
の
発
行
、住
基

　
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
転
入
届
、

　
臨
時
運
行
許
可（
仮
ナ
ン
バ
ー
）

　

申
請
、原
動
機
付
自
転
車
の

　
廃
止・登
録
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
届
出
人（
窓
口
に
来
ら
れ
る

　

方
）の
本
人
確
認
を
行
っ
て
い

　

ま
す
の
で
、身
分
証
明
書
等

　

を
持
参
願
い
ま
す
。本
人
確

　

認
が
で
き
な
か
っ
た
方
に
つ
い

　
て
は
、届
出
後
郵
便
で
届
出

　
内
容
の
確
認
を
行
い
ま
す
。

※
本
人
、世
帯
員
以
外
の
代
理

　
の
方
が
住
所
異
動
や
世
帯
主

　

変
更
の
届
出
を
す
る
場
合
は

　
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
他
市
町
村
・
他
機
関
に
確
認

　
の
必
要
が
あ
る
場
合
等
、手
続

　
き
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

　
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
課（
内
線
2
3
1
3・

　
　
2
3
1
9・2
3
2
1
）

〔
納
税
課
〕

◦
納
税・納
税
相
談

問　
納
税
課（
内
線
3
1
4
2
）

窓
口
を
延
長
し
ま
す

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

転
出
・
転
入
さ
れ

る
児
童
生
徒
の
保

護
者
の
皆
さ
ん
へ

宮
城
県
震
災
ア
ー

カ
イ
ブ
サ
イ
ト
公

開
開
始
の
お
知
ら
せ

◇
転
出
す
る
方

　
　
「
水
道
使
用
水
量
等
の
お

　

知
ら
せ（
検
針
票
）」を
ご
覧

　

の
上
、早
め
に
水
道
企
業
団

　
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
へ
電
話

　
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
転
入
し
た
方

　
　
ポ
ス
ト
・
玄
関
に
入
っ
て

　

い
る「
水
道
を
ご
使
用
さ
れ

　

る
お
客
様
へ
」の「
お
客
様

　
番
号
」を
確
認
の
上
、使
用
開

　
始
の
5
日
前
ま
で
に
水
道
企

　
業
団
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
へ

　
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、水
道
料
金
と
下
水

　

道
使
用
料
は
、合
算
で
請
求

　
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問

申
・

　
水
道
企
業
団
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　
（
土
日・祝
日
は
除
く
）

　
☎
96

－

4
9
5
5

　
下
水
道
管
理
課

　
（
内
線
5
6
9
4
）

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

上
下
水
道
の
手
続

き
は
お
早
め
に

もうすぐお彼岸です
　お彼岸期間中は、石巻霊園入口が大変混み合います。期間中は石巻斎場入
口の方からも石巻霊園に行くことができますのでご利用ください。

〇供物は必ずお持ち帰りください。
〇霊園内での火災を防ぐため、火の後始末を徹底しましょう。
霊園行き無料バス 時刻表
3月18日（水）

（行き）
停留所名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

石巻駅前 6:00 7:50 9:40 11:30 14:00 15:50
中央三丁目 6:05 7:55 9:45 11:35 14:05 15:55
住吉町 6:07 7:57 9:47 11:37 14:07 15:57
（株）ミヤコーバス石巻営業所 6:08 7:58 9:48 11:38 14:08 15:58
大橋通り 6:09 7:59 9:49 11:39 14:09 15:59
開北橋 6:10 8:00 9:50 11:40 14:10 16:00
霊園ロータリー前 6:15 8:05 9:55 11:45 14:15 16:05
3-4区墓域前 6:25 8:15 10:05 11:55 14:25 16:15

（帰り）
停留所名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

3-4区墓域前 7:15 9:05 10:55 12:45 15:15 17:05
霊園ロータリー前 7:25 9:15 11:05 12:55 15:25 17:15
開北橋 7:30 9:20 11:10 13:00 15:30 17:20
大橋通り 7:31 9:21 11:11 13:01 15:31 17:21
（株）ミヤコーバス石巻営業所 7:32 9:22 11:12 13:02 15:32 17:22
住吉町 7:33 9:23 11:13 13:03 15:33 17:23
中央三丁目 7:35 9:25 11:15 13:05 15:35 17:25
石巻駅前 7:40 9:30 11:20 13:10 15:40 17:30

問　環境課（内線3365）問

※

彼
岸
期
間
の
み

※駐車禁止区域外の路上は全区域
　「片側駐車」となります。

◇
転
出
す
る
方

　
転
出
前
の
学
校
で
発
行
さ
れ

た
在
学
証
明
書
等
の
関
係
書
類

を
、転
出
先
の
小
・
中
学
校
、ま

た
は
教
育
委
員
会
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

◇
転
入
し
た
方

　
転
入
手
続
き
を
す
る
と
入
学

通
知
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
の

で
、新
し
い
学
校
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。た
だ
し
、新
一
年
生

　
県
お
よ
び
県
内
33
市
町
村
に

お
い
て
収
集
し
た
震
災
記
録
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
ま

す
。防
災
教
育
等
に
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

と
　
き　
3
月
10
日
㈫

U
RL https://kioku.library.

pref.m
iyagi.jp/ishinom

aki/

問　
秘
書
広
報
課

　
　
（
内
線
4
0
2
5
）

（
入
学
前
）は
教
育
委
員
会
で
手

続
き
が
必
要
で
す
の
で
、教
育

総
務
課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問

申
・
　
教
育
総
務
課

　
　
　
　
（
内
線
５
０
１
８
）

２月８日（日）
大杉神社

笑顔で福呼ぶ奇祭
「アンバサン」

市報 いしのまき 2



　桃生地区のスポーツ少年団対抗によるスポーツ交流大会が開かれました。野
球、ソフトボール、バレーボール、剣道、空手の5団体から団員と保護者合わせて
約140人が参加し、大縄跳びやキンボール、綱引き、ぐるぐる棒の4種目を楽しみ
ました。8人で2分間に跳ぶ回数を競う大縄跳びは、どのチームも数十回を記録
し、息の合ったところを見せていました。

　第31回河南地区駐在所杯争奪綱引き・縄跳び大会には、地区内のスポーツ少
年団から100人を超える親子が参加し、2つの種目に汗を流しました。綱引きの
部は1本の綱を巡って気迫あふれる攻防を繰り広げ、また縄跳びの部は1本の長
縄をチーム全員で跳ぶ団体戦と個人戦があり、記録をかけた真剣勝負で盛り上
がりをみせました。

まちの話題

H27（2015）.3.1

桃生地区 河南地区

２月１日（日）
広渕小学校体育館

行
政
情
報

綱引きと縄跳びで
熱い戦い

　

3
月
1
日
か
ら
7
日
ま
で
の

1
週
間
、全
国一斉
に「
春
の
火
災

予
防
運
動
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
運
動
は
、空
気
が
乾
燥
し

や
す
い
時
期
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、火
災
予
防
の
意
識
を
高
め

て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、火
災
の

発
生
を
防
止
し
、火
災
か
ら
尊

い
生
命
と
貴
重
な
財
産
を
守
る

こ
と
を
目
的
に
毎
年
実
施
し
て

い
ま
す
。

◦『
平
成
27
年
度
狂
犬
病
予
防

　

注
射（
集
合
注
射
）』を
、4

　

月
に
実
施
し
ま
す
。2
月
末

　

ま
で
に
犬
を
登
録
さ
れ
て
い

　
る
方
に
は
、3
月
下
旬
に
ハ
ガ

　
キ（
注
射
実
施
通
知
）を
郵
送

　
し
ま
す
。

　
　

集
合
注
射
で
接
種
で
き
な

　
い
方
は
、個
別
に
最
寄
り
の
動

　

物
病
院
等
で
必
ず
受
け
て
く

　

だ
さ
い
。（
注
射
料
の
他
に
診

　
察
料
が
加
算
さ
れ
ま
す
）

　
　

毎
年
一
回〝
狂
犬
病
予
防

　

注
射
〟を
受
け
、交
付
さ
れ
た

　
〝
注
射
済
票
〟を
首
輪
等
に
着

　
け
る
こ
と
は
、法
律
で
定
め
ら

　
れ
て
い
ま
す
。

◦
注
射
済
票
は
、集
合
注
射
ま
た

　
は
集
合
注
射
を
行
う
獣
医
師

　
（
集
合
注
射
委
託
獣
医
師
）の

　
動
物
病
院
で
個
別
注
射
を
受

　
け
ら
れ
た
場
合
に
限
り
、即
時

　

交
付
さ
れ
ま
す
。そ
れ
以
外

　
の
病
院
等
か
ら
、注
射
を
受

　
け
た
証（
注
射
済
証
）が
発
行

　

さ
れ
た
場
合
は
、環
境
課
ま

　
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活

　

課
へ
必
ず
持
参
し
、交
付（
手

　

数
料
は
集
合
注
射
時
と
同

　

額
）を
受
け
て
く
だ
さ
い
。集

　
合
注
射
委
託
獣
医
師
は
4
月

　
以
降
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問　
環
境
課

　
　
（
内
線
3
3
6
4
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

火
気
の
取
扱
い
に
は
十
分
注

意
し
、日
頃
か
ら
火
の
用
心
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

◇
住
宅
防
火
　
い
の
ち
を
守
る

　
7
つ
の
ポ
イ
ン
ト

【
3
つ
の
習
慣
】

○
寝
た
ば
こ
は
、絶
対
や
め
る

○
ス
ト
ー
ブ
は
、燃
え
や
す
い
も

　
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用

　
す
る

○
ガ
ス
こ
ん
ろ
等
の
そ
ば
を
離
れ

　
る
と
き
は
、必
ず
火
を
消
す

【
4
つ
の
対
策
】

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、住
宅

　

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

○
寝
具
、衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン

　
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、

　
防
炎
品
を
使
用
す
る

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

　

た
め
に
、住
宅
用
消
火
器
等

　
を
設
置
す
る

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由

　
な
人
を
守
る
た
め
に
、隣
近
所

　
の
協
力
体
制
を
つ
く
る

問
　
石
巻
地
区
消
防
本
部
予
防
課

　
☎
95

－
7
1
6
7

平
成
27
年 

春
の

火
災
予
防
運
動

狂
犬
病
予
防
注
射

の
お
知
ら
せ

在
宅
障
害
者
等
社

会
参
加
促
進
助
成

券（
タ
ク
シ
ー・ガ

ソ
リ
ン
共
通
助
成

券
）申
請
の
お
知

ら
せ

障
害
者
の
方
等
の

軽
自
動
車
税
減
免

継
続
申
請
書
を
発

送
し
ま
す

チームワークの
良さを発揮

　
心
身
に
重
度
の
障
害
の
あ
る

在
宅
の
障
害
者
が
通
院
や
社
会

活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
、タ

ク
シ
ー
や
自
家
用
車
を
利
用
す

る
場
合
、タ
ク
シ
ー
の
利
用
料

金
や
自
動
車
燃
料
費
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

対
　
象

　
　

身
体
障
害
者
手
帳
1
、2

　

級
お
よ
び
3
級（
肢
体
不
自

　
由・呼
吸
器
機
能
障
害
・
在
宅

　

酸
素
療
法
者
）、療
育
手
帳

　
A
、精
神
障
害
者
保
健
福
祉

　

手
帳
1
級
の
い
ず
れ
か
を
所

　

持
し
、平
成
26
年
度
市
民
税

　
が
本
人
非
課
税
の
方

申
　
請

　
　
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は

　

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

　
で
、必
要
事
項
を
記
入
し
、3

　

月
20
日
㈮
ま
で
、同
封
の
返

　

信
用
封
筒
に
よ
り
、障
害
福

　
祉
課
ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
回
の
申
請
書
に
は
、自
動

　
更
新
に
関
す
る
同
意
欄
が
あ

　

り
ま
す
。自
動
更
新
に
同
意

　
い
た
だ
く
と
来
年
度
か
ら
申

　
請
書
の
提
出
が
不
要
に
な
り

　
ま
す
。

問

申
・
　
障
害
福
祉
課

（
内
線
2
4
7
7
～
2
4
7
9
）

　
今
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
減

免
申
請
を
承
認
さ
れ
た
方
で
、

障
害
者
手
帳
の
等
級
や
使
用
す

る
車
両
等
に
変
更
が
な
い
場
合

は
、現
況
を
報
告
す
る
と
、継
続

し
て
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
４
月
上
旬
に
該
当
者
に
対
し

「
軽
自
動
車
税
現
況
報
告
書
」を

送
付
し
ま
す
の
で
、必
要
事
項

を
記
入
の
上
、郵
送
ま
た
は
直

接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、障
害
手
帳
の
等
級
や

使
用
す
る
車
両
に
変
更
等
が
あ

る
場
合
は
、新
た
に
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、あ

ら
た
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

申
請
期
間

　
４
月
３
日
㈮
～
17
日
㈮

※
な
お
、期
間
を
過
ぎ
る
と
減

　

免
継
続
で
の
受
付
は
で
き
ま

　
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問

申
・
　
市
民
税
課

　
　
　
　
（
内
線
3
1
0
1
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

　　　

平成２7年度　高齢者の生きがいと創造の事業受講生募集
　高齢者の皆さんが知識と経験を生かし、各自の能力に応じた創造活動と趣味
を活用し、生きがいを高める目的から開設している講座です。
受講資格　６０歳以上の市民（平成２７年４月１日現在）
受  講  料　無料（ただし、材料費は自己負担となります）
講座内容
講座名 開催曜日 定　員 受講時間 受講期間 開催場所 内　容
陶　芸 週2回（水・木） 50人 午前10時～

午後2時30分
平成27年4月～
平成28年3月

総合福祉会
館みなと荘

陶芸

木　工 週2回（火・金） 18人 午前10時～
正午 木工工作

手編み 週1回
（火または水）各15人

午前10時～
正午

小物・ベスト
のニット手編
み等

陶　芸 月3回（第1、
第3、第5木） 10人 午前9時30分

～正午
平成27年5月～
平成27年11月

桃生農業者
体験実習館
（天保の家）

湯のみ、皿等

七　宝 月2回
（第2、第4木） 20人 午前10時～

正午
平成27年5月～
平成28年2月

桃生総合支
所会議室

ペンダント、
ブローチ等

※手編みについては希望曜日を指定できませんのでご了承願います。
申し込み　申込用紙に記入の上、福祉総務課・桃生総合支所保健福祉課へ提  
　　　　　出してください。
　　　　　※総合福祉会館みなと荘の移転に伴い、みなと荘で来年度の講座
　　　　　　申込はできませんので、ご了承ください。
　　　　　　（申込用紙は申込先に用意していますので印かんを持参ください。　
　　　　　　また、市のホームページからもダウンロードできます）
受付期間　３月２日（月）～１６日（月）　　　　　
受講決定　後日通知します。※定員を超えた場合は、抽選となります。
　　福祉総務課（内線２４５４）・桃生総合支所保健福祉課☎７６-２１１１（内線２５１）問

軽
自
動
車
の
名
義

変
更
手
続
き
や
車

検
は
お
早
め
に
！

石
巻
市「
食
」の
自

立
支
援
事
業

　

毎
年
３
月
は
名
義
変
更
、廃

車
等
の
各
種
手
続
き
や
検
査
申

請
が
集
中
し
、大
変
混
雑
し
ま

す
。特
に
週
末
や
中
旬
以
降
に

集
中
す
る
た
め
、長
時
間
お
待

ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、こ
れ
か
ら
の
手
続
き
は

早
め
に
済
ま
せ
る
よ
う
、ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
軽
自
動
車
検
査
協
会

　
　
宮
城
主
管
事
務
所

☎
050

－

3
8
1
6

－

1
8
3
0

　
一
人
暮
ら
し
等
の
高
齢
者
で

心
身
の
障
害
お
よ
び
加
齢
に
よ

り
、調
理
が
困
難
な
方
に
対
し

て
、栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

食
事
を
届
け
る
と
と
も
に
、安

否
確
認
を
行
い
ま
す
。

　
新
規
事
業
登
録
を
希
望
す
る

場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問

申
・
　
介
護
保
険
課

　
　
　
　
（
内
線
２
４
３
９
）

2月1日（日）
桃生農業者

トレーニングセンター
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2月10日（火）　
橋浦保育所

H27（2015）.3.1

牡鹿地区

　昨年末に鮎川浜の大型浮き桟
さんばし
橋が完成し、金華山や網地島・田代島への旅客船

の発着場として重要な役目を果たしています。その桟橋の入口に設置されていた
鯨歓迎塔は、津波被害を受けても倒壊せずに残りましたが、周辺の災害復旧工事の
ために一時撤去されていました。このほど元の位置に設置され、再び地域のシンボ
ルとして親しまれています。震災を伝える写真や説明文も印刷されています。

北上地区
まちの話題

鮎川浜

鯨のまちのシンボルが復活

に
納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
に
よ
り
、将
来
の
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
す
。

　

ま
た
、年
金
を
受
給
で
き
な

か
っ
た
方
は
後
納
制
度
を
利
用

す
る
こ
と
で
年
金
が
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

後
納
保
険
料
の
納
付
書
の

「
使
用
期
限
」に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
平
成
17
年
３
月
以
前
の
後
納

保
険
料
は
、10
年
を
越
え
る
た

め
平
成
27
年
４
月
以
降
は
納
付

で
き
ま
せ
ん
。

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
基
礎

　
年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
を

　
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
　
日
本
年
金
機
構
石
巻
年
金
事

　
務
所

　
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ

　
ヤ
ル（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
５
７
０

－

０
１
１

－

０
５
０

　
050
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か

け
に
な
る
場
合
は

☎
03

－

６
７
３
１

－

２
０
１
５

〈
受
付
時
間
〉　
月
曜
日　
　
　

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

　
火
～
金
曜
日

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
15
分

　
第
２
土
曜
日

　
午
前
9
時
30
分
～
午
後
４
時

　

U
RL http://w

w
w
.   

   nenkin.go.jp/n/w
w
w
/

   index.htm
l

　
日
本
年
金
機
構
で
は
被
保
険

者
の
方
に
年
金
の
状
況
を
お
知

ら
せ
す
る
通
知
や
納
付
の
ご
案

内
、さ
ま
ざ
ま
な
制
度（
免
除
、

学
生
納
付
特
例
等
）の
ご
案
内

を
定
期
的
に
送
付
し
て
い
ま
す

が
、次
の
理
由
に
よ
り
郵
便
物
が

届
か
な
い
方
が
増
え
て
き
て
い
ま

す
。

①
住
所
変
更
を
し
た
が
住
民
票

　
の
異
動
届（
市
町
村
役
場
）を

　
提
出
し
て
い
な
い
。

②
住
民
票
を
異
動
せ
ず
仮
設
住

　

宅（
み
な
し
仮
設
）に
お
住
ま

　
い
で
郵
便
物
の
転
送
届（
郵

　
便
局
）を
し
て
い
な
い
、ま
た
は

　
一
度
提
出
し
た
が
転
送
期
限

　
が
き
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

①
②
に
該
当
す
る
方
は
日
本

年
金
機
構
か
ら
の
お
知
ら
せ
等

の
郵
便
物
が
届
い
て
い
な
い
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
日
本
年
金
機
構

　
　
石
巻
年
金
事
務
所

　
　
☎
22

－

５
１
１
５

　

   

FAX 

93

－

8
5
2
9

「
仮
設
住
宅
」や「
み

な
し
仮
設
」に
お
住

ま
い
の
方
へ

郵
便
物
の 

転
送
届
・

更
新
手
続
き 

は
お

済
み
で
す
か
？

親子で楽しく
パン作り

行
政
情
報

石
巻
税
務
署
か
ら

の
お
知
ら
せ

「
納
期
限
の
お
知

ら
せ
」

①
納
期
限
等

　
平
成
26
年
分
確
定
申
告
に
お

　
け
る
申
告
所
得
税
等
の
納
期

　
限
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
所

　
得
税

◦
納
期
限

　
3
月
16
日
㈪

◦
振
替
納
付
を
利
用
の
場
合

　
4
月
20
日
㈪

○
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

◦
納
期
限

　
3
月
31
日
㈫

◦
振
替
納
付
を
利
用
の
場
合

　
4
月
23
日
㈭

②
納
付
方
法
等

　
　
所
定
の
期
限
ま
で
に
所
轄

　
の
税
務
署
へ
申
告
書
を
提
出

　

し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

　

納
付
す
る
税
額
が
あ
る
場
合

　
は
、納
期
限
ま
で
に
金
融
機

　
関
ま
た
は
所
轄
税
務
署
で
自

　
ら
納
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま

　
す
。

　
申
告
書
の
提
出
後
に
、別
途
、

　
税
務
署
か
ら
納
付
書
の
送
付

　
や
納
税
通
知
書
等
の
お
知
ら

　

せ
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、ご

　
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、振
替
納
税
を
ご
利

　

用
の
方
は
、振
替
日
に
指
定

　
の
預
貯
金
口
座
か
ら
納
税
額

　

を
自
動
的
に
引
き
落
と
し

　
ま
す
の
で
、事
前
に
預
貯
金
口

　

座
の
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ

　
い
。

問　
石
巻
税
務
署

　
　
☎
22

－

４
１
５
１

中
小
企
業
退
職
金

共
済
制
度

（
中
退
共
）

　
国
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
従
業
員

の
た
め
の
退
職
金
制
度
で
す
。

　
掛
金
は
全
額
非
課
税
で
節
税

効
果
が
あ
り
、一
部
を
国
が
助

成
し
ま
す
。

　
パ
ー
ト
や
家
族
従
業
員
の
加

入
も
で
き
ま
す
。

問
　

独
立
行
政
法
人 

勤
労
者
退

　
職
金
共
済
機
構

　
（
中
退
共
事
業
本
部
）

☎
03

－

6
9
0
7

－

1
2
3
4

　

U
RL
http://chutaikyo.

　
　
taisyokukin.go.jp/	

　
市
商
工
課

　
（
内
線
3
5
2
3
）

裁
判
所
か
ら
の
お

知
ら
せ

「
督
促
手
続
」

●
督
促
手
続
と
は

　

貸
金
、売
買
代
金
等
を
相
手

方
が
支
払
わ
な
い
場
合
に
、申

立
人
の
申
立
て
の
み
に
基
づ
い

て
裁
判
所
書
記
官
が
行
う
略
式

手
続
で
す
。

※
相
手
方
が
支
払
督
促
に
対
し

　

異
議
を
申
し
立
て
る
と
、請

　

求
額
に
応
じ
、地
方
裁
判
所

　
ま
た
は
簡
易
裁
判
所
の
民
事

　
訴
訟
手
続
に
移
行
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
仙
台
地
方
裁
判
所

　
　
☎
022

－

222

－

6
1
1
5　

　
　
（
直
通
）

　
　

U
RL
http://w

w
w
. 　

　
　
courts. go.jp/

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

法
が
変
わ
り
ま
す

　

4
月
1
日
か
ら
、パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
公
正
な
待
遇
を

確
保
し
、納
得
し
て
働
く
こ
と

平へ
い
せ
い成

27
年ね

ん

ど度

外が
い
こ
く
じ
ん

国
人
の
た
め
の

楽た
の

し
い
日に

ほ

ん

ご

本
語

教き
ょ
う
し
つ室

国こ
く
さ
い際

サ
ー
ク

ル
友ゆ

う
こ
う好

21

　

石い
し
の
ま
き
ち
い
き

巻
地
域
に
お
住す

ま
い
の

外が
い
こ
く
じ
ん

国
人
の
み
な
さ
ん
、日に

ほ
ん
ご

本
語

や
日に

ほ
ん本
の
文ぶ

ん
か化
・
生せ

い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

活
習
慣
に

つ
い
て
一い

っ
し
ょ緒

に
学ま

な

び
ま
し
ょ

う
。日に

ほ
ん
ご

本
語
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

お
手て

伝つ
だ

い
し
ま
す
。

　

託た
く
じ児

も
あ
る
の
で
、お
子こ

さ

ん
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
方か

た

で
も

安あ
ん
し
ん心
し
て
受じ

ゅ
こ
う講
で
き
ま
す
。

と
　
き　
毎ま

い
し
ゅ
う
げ
つ
よ
う
び

週
月
曜
日

　
　
　
　
午ご

ぜ
ん前

10
時じ

～
正し

ょ
う
ご午

と
こ
ろ　
石

い
し
の
ま
き
ち
ゅ
う
お
う
こ
う
み
ん
か
ん

巻
中
央
公
民
館

　
　
　
　

 

3
階か

い
だ
い第

1・2
講こ

う
ざ
し
つ

座
室

　
　
　
　
※
託た

く
じ児　

和わ
し
つ室

受じ
ゅ
こ
う
り
ょ
う

講
料　
無む

り
ょ
う料

　
た
だ
し
、テ
キ
ス
ト
代だ

い
は
自じ

こ己

　

負ふ
た
ん担
、茶さ

か菓
代だ

い

と
し
て
毎ま

い
つ
き月

　
500
円え

ん問

申
・

　
国こ

く
さ
い際
サ
ー
ク
ル
友ゆ

う
こ
う好

21

　
事じ

む
き
ょ
く

務
局　
清し

み
ず水

　
☎
23

－

2
8
6
3

　
市し

地ち
い
き域
協き

ょ
う
ど
う働
課か

　
（
内な

い
せ
ん線
4
2
3
3
）

国
民
年
金
保
険
料

後
納
制
度
の
お
知

ら
せ

　
国
民
年
金
後
納
制
度
で
将
来

の
年
金
額
を
増
や
せ
ま
す

　

後
納
制
度
は
、過
去
10
年
間

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が

改
正
さ
れ
ま
す
。

①
正
社
員
と
差
別
的
取
扱
い
が

　
禁
止
さ
れ
る
対
象
範
囲
が
拡

　
大
さ
れ
ま
す
。

○
職
務
の
内
容
と
人
材
活
用
の

　
仕
組
み
が
正
社
員
と
同
一
で

　

あ
れ
ば
、正
社
員
と
の
差
別

　

的
取
扱
い
が
禁
止
さ
れ
ま

　
す
。

②
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
待

　
遇
と
正
社
員
の
待
遇
と
相
違

　

さ
せ
る
場
合
は
、職
務
の
内

　
容
、人
材
活
用
の
仕
組
み
、そ

　

の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

　
不
合
理
と
な
ら
な
い
よ
う
に

　
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

③
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇

　

い
入
れ
た
と
き
は
、雇
用
管

　
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置

　

の
内
容
に
つ
い
て
、事
業
主

　
が
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

　
せ
ん
。

④
事
業
主
は
、パ
ー
ト
タ
イ
ム

　
労
働
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、

　
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必

　
要
な
体
制
を
整
備
し
な
く
て

　
は
な
り
ま
せ
ん
。

⑤
厚
生
労
働
大
臣
の
勧
告
に
従

　
わ
な
い
事
業
主
名
を
公
表
す

　
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑥
虚
偽
の
報
告
等
を
し
た
事
業

　
主
に
対
し
て
20
万
円
以
下
の

　
過
料
に
処
す
る
場
合
が
あ
り

　
ま
す
。

問
　
宮
城
労
働
局
雇
用
均
等
室

　
☎
022

－

299

－

8
8
4
4

　
市
商
工
課

　
（
内
線
3
5
2
3
）

　橋浦保育所で開かれた「親子パン作り教室」には、2～5歳の児童46人と保護
者約40人が参加し、家庭でも簡単にできるパン作りに挑戦しました。子どもた
ちは、お父さんやお母さんと協力して生地をこね、ウインナーソーセージとアス
パラの入ったパンを仕上げました。オーブンで焼き上がった後、試食した子ども
たちは「おいしい」と笑顔を輝かせていました。
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